
証券コード 6567
2019年８月９日

株　主　各　位
大 阪 市 北 区 堂 島 一 丁 目 ５ 番 1 7 号

株式会社ＳＥＲＩＯホールディングス
代表取締役社長 若 濵 　 久

第３回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第３回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席ください
ますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、2019年８月27日（火曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申
し上げます。

敬　具
記

１．日 時 2019年８月28日（水曜日）午前10時15分（受付開始：午前９時45分）
２．場 所 大阪市北区中之島一丁目１番27号

大阪市中央公会堂『大会議室』
（前回と会場が異なっておりますので、末尾記載の株主総会会場ご案内図をご参
照のうえ、お間違えないようご来場ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第３期（2018年６月１日から2019年５月31日まで）事業報告、連結計算書類

並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第３期（2018年６月１日から2019年５月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員を除く）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申し上げます。

◎本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「株式の状況」、「新株予
約権等の状況」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」、連結計算書類の
「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」及び計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個
別注記表」として表示すべき事項につきましては、法令及び当社定款の定めにより、インターネッ
ト上の当社ウェブサイト（https://www.serio-corp.com/）に掲載しておりますので、本提供書面に
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は記載しておりません。なお、監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ
作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類には、本提供書面記載のもののほ
か、これらの事項も含まれております。

◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容について、株主総会の前日までに
修正すべき事情が生じた場合には書面による郵送又はインターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.serio-corp.com/）に掲載することにより、お知らせいたします。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

( 2018年６月１日から
2019年５月31日まで )

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益が堅調に推移し景気は緩やかな回復が続きましたが米

中貿易摩擦の長期化や、人材不足によるコスト高の懸念から、先行きが不透明な状況が続きました。

　当社グループを取り巻く事業環境においては、2018年６月に政府により決定された「女性活躍加速のた

めの重点方針2018」に基づき、女性活躍のための基盤整備に向けた取り組みが継続されています。また、

2022年度末までに女性就業率80％を目標とする「子育て安心プラン（2017年６月発表）」、2023年度末ま

でに放課後児童クラブに約30万人の受け皿整備を目標とする「新・放課後子ども総合プラン（2018年９月

発表）」に基づき、待機児童解消を目的とした保育施設及び放課後施設増設等のさらなる取り組みが求め

られております。また、国内における人材不足感はきわめて強く、企業からの人材需要は依然として活発

な状況となっております。

このような状況の中、当社グループは、働きながら育児と両立できる環境をより多くの方に提供できる

よう雇用の創出に取り組んでまいりました。また、放課後・保育両事業の規模拡大に対応する運営体制の

強化を継続し、人材確保のためのワーク・ライフ・バランスの向上にも力を入れ、働き方改革を進めてお

ります。利益面においては、運営体制強化を図るための人材投資、保育士・派遣スタッフ等の採用費用、

派遣事業における新規事業開設コストが増加しました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は6,260,672千円（前期比23.1％増）、営業利益は63,526千円（同

2.6％増）、経常利益は66,545千円（同1.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は40,984千円（同

8.9％減）となりました。

事業別の業績の概要は次のとおりであります。

a.就労支援事業

就労支援事業につきましては、企業の人材不足感が高い水準で推移する中、働き方改革の推進の影響を

受けて、様々な業種で企業からの人材需要が寄せられました。

このような状況の中、「仕事と家庭の両立応援企業」として当社グループが展開している就労支援事業

は、繁閑に応じた人員配置の提案活動をし、主婦層を中心とした雇用機会の創出拡大に努めてまいりまし

た。2019年１月よりそのノウハウを活かし、大阪の介護転職に特化した人材紹介事業「sacaso介護（サカ

ソ介護）」を新たに開始いたしました。利益面では、新規事業であるsacaso介護の初期投資、事業運営強

化の為の人材確保、派遣スタッフの採用費の増加等により減益となりました。
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　以上の結果、就労支援事業の売上高は2,233,873千円（前期比5.6%増）、セグメント利益は65,820千円

（同32.1％減）となりました。

b.放課後事業

放課後事業につきましては、政府の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な整備は継続して

おり、引き続き需要が旺盛な事業環境となっております。このような状況の中、当社グループは多くの自

治体や私立小学校から各種放課後施設の運営を受託又は指定管理者としての指定を受けております。

当連結会計年度に当社グループが運営する放課後施設は、契約満了による東京都板橋区１施設閉鎖、建

物老朽化による神奈川県鎌倉市１施設の閉館により、公立（地方自治体からの委託）115施設、私立小学

校アフタースクール10施設、民間２施設、当連結会計年度末現在、計127施設となりました。利益面では、

施設スタッフの繁閑対応を運営事務局にて対応することにより原価、人件費等の費用が減少しておりま

す。

　以上の結果、放課後事業の売上高は2,113,938千円（前期比11.1％増）、セグメント利益は55,238千円

（同312.3％増）となりました。

c.保育事業

　保育事業につきましては、2018年４月１日時点の待機児童数は19,895人と、引き続き需要が旺盛な事業

環境となっております。政府は2020年度末までに32万人分の受け皿整備及び2019年10月からの幼児教育

無償化の全面実施を目指す方針を発表しています。また、保育を担う人材確保のため、引き続き保育士の

処遇改善を実施する方針を示しており、このような状況の中、当社グループは2018年6月に企業主導型保

育園1園、2018年9月に認可保育園1園、2018年10月に認可保育園1園、2019年4月に認可保育園2園及び小規

模認可保育園1園を下表のとおり、新たに開設致しました。当社グループが運営する保育施設は、当連結

会計年度末現在、認可保育園15施設、小規模認可保育園9施設、企業主導型保育園3施設、地域子育て支援

施設2施設となり、計29施設となりました。利益面では、2019年４月開設及び既設園の保育士等の人材確

保、また処遇改善の費用が増加しました。

　以上の結果、保育事業の売上高は1,912,861千円（前期比79.3%増）、セグメント利益は39,218千円（同

32.6%減）となりました。

（当連結会計年度に新たに開園した保育施設）

事業所名 所在地 開園年月 形態

イオンゆめみらい保育園 広島祇園 広島市安佐南区 2018年６月 企業主導型保育園

トレジャーキッズにしじゅく保育園 大阪府箕面市 2018年９月 認可保育園

トレジャーキッズひがしくるめ保育園 東京都東久留米市 2018年10月 認可保育園

トレジャーキッズあやせ保育園 東京都足立区 2019年４月 認可保育園

トレジャーキッズてんのうでん保育園 大阪市城東区 2019年４月 認可保育園

エンジェルキッズ森ノ宮園 大阪市東成区 2019年４月 小規模認可保育園
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事業別売上高

事 業 区 分

第２期
（2018年５月期）

第３期
（2019年５月期）
（当連結会計年度）

前連結会計年度比

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

就 労 支 援 事 業 2,115,110千円 41.6％ 2,233,873千円 35.6％ 118,762千円 5.6％

放 課 後 事 業 1,902,192 37.4 2,113,938 33.8 211,745 11.1

保 育 事 業 1,066,778 21.0 1,912,861 30.6 846,083 79.3

合　　　 計 5,084,081 100.0 6,260,672 100.0 1,176,590 23.1

②　設備投資の状況

　当連結会計年度において保育事業254,069千円等、合計で無形固定資産を含めて271,176千円

を設備投資として実施いたしました。

主な設備投資として、保育事業における下記５園の保育園開設のための設備投資であります。

　なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

(単位：千円）

会社名 事業所名 形態 所在地 投資金額

株式会社セリオ

トレジャーキッズにしじゅく保育園 認可保育園 大阪府箕面市 65,723

トレジャーキッズてんのうでん保育園 認可保育園 大阪市城東区 55,090

トレジャーキッズあやせ保育園 認可保育園 東京都足立区 33,852

トレジャーキッズひがしくるめ保育園 認可保育園 東京都東久留米市 10,348

エンジェルキッズ森ノ宮園 小規模認可保育園 大阪市東成区 9,702

③　資金調達の状況

　当連結会計年度における資金調達の状況につきましては、特記すべき事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

区　　分
第１期

（2017年５月期）
第２期

（2018年５月期）

第３期
（当連結会計年度）
（2019年５月期）

売上高（千円） 4,069,954 5,084,081 6,260,672

経常利益（千円） 43,439 65,373 66,545

親会社株主に帰属する
当期純利益（千円）

27,751 45,004 40,984

１株当たり当期純利益（円） 13.86 18.04 12.96

総資産（千円） 1,402,353 3,627,748 3,236,892

純資産（千円） 235,522 1,602,257 1,634,889

１株当たり純資産額（円） 102.40 507.45 516.60

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は、2017年10月20日開催の取締役会決議により、2017年11月16日付で普通株式１株につき10株の

割合で株式分割を行いましたが、第１期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期

純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

３．当社は、第２期より連結計算書類を作成しており、第１期は参考として連結財務諸表の数値を記載し

ております。

②　当社の財産及び損益の状況

区　　分
第１期

（2017年５月期）
第２期

（2018年５月期）

第３期
（当事業年度）
（2019年５月期）

売上高（千円） 243,944 355,885 375,640

経常利益（千円） 18,793 33,877 61,899

当期純利益（千円） 13,845 22,091 43,335

１株当たり当期純利益（円） 6.91 8.86 13.71

総資産（千円） 251,688 1,611,136 1,664,096

純資産（千円） 221,615 1,565,438 1,600,420

１株当たり純資産額（円） 96.35 495.78 505.71
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（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は、2017年10月20日開催の取締役会決議により、2017年11月16日付で普通株式１株につき10株の

割合で株式分割を行いましたが、第１期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期

純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 セ リ オ 10,000千円 100.0％ 就労支援事業、放課後事業、保育事業

株 式 会 社 ク オ ー レ 1,000
100.0
(100.0)

保育事業

（注）当社の議決権比率欄の(　)内は、間接的な議決権比率を内数で記載しております。
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(4) 対処すべき課題

①　経営方針

　当社グループは、企業理念である「仕事と家庭の両立応援企業」「未来を担う子どもたちの成長応
援企業」のもと「“家族の笑顔”があふれる社会をつくりだす幸せ創造カンパニー」を目指し、「子ど
もたち」「地域社会」「当社株主」「顧客」「従業員」「取引先」などステークホルダーとの信頼構築
に努め、共存共生を基軸とした経営展開を図り、企業価値の向上に取り組んでおります。
経営理念
・私たちは、人間としての成長と、志を共にする仲間との信頼関係を大切にし、幸せな人生を追求しま
す

・私たちは、感謝の気持ちを持ち、人々に喜びを与えることを自らの喜びとし、社会に貢献します
・私たちは、情熱を持って一人ひとりが自発的に考動し、新しい価値の創造に挑戦します

②　中長期的な会社の経営戦略

ａ．人材の確保と育成

当社グループが持続的な成長を進めるためには、環境の変化に影響を受けることなく、安定した利益
確保ができる企業体質の確立が経営の重要課題と認識しており、そのためには各事業にとって優秀な人
材の育成及び確保が不可欠であります。このため、従業員研修や管理職候補者研修などの階層別研修を
充実させるとともに、環境の変化に対応した人事制度や適材適所の配置等により、士気の高揚や潜在能
力が顕在化できるよう取り組んでまいります。当社グループでは多くの女性従業員が活躍しておりま
すが、管理職及び役員に占める女性の割合は低い状況です。今後は、国籍、性別、性的指向、年齢等
様々な人材の多様性を尊重し、社員一人ひとりの能力が最大限発揮される環境づくりを行い、管理職や
役員においても価値観や働き方のダイバーシティを推進することで優秀な人材を確保し、より効率的か
つ多面的な観点から企業価値向上に資するように努めてまいります。さらにワーク・ライフ・バランス
の充実を目指し、年間休日の増加、計画有給の管理、子どもの看護休暇・介護休暇の有給化、時間有給
制度の導入など、様々な従業員が働き続けやすい企業風土の醸成に取り組んでまいります。

ｂ．経営環境の変化への柔軟な対応と効率的な経営資源の活用

　当社グループの事業領域は多岐にわたっておりますが、それぞれの市場の動向にすばやく柔軟に対
応していくために、市場の状況や顧客のニーズを的確に把握し、競合に先んじた戦略を立案してまいり
ます。経営資源を適切に配分し、設備投資、事業提携、Ｍ＆Ａ、事業の撤退・縮小といった判断をタイ
ムリーに行ってまいります。

ｃ．新たな事業
　企業収益を確保し、成長し続けるためには、既存事業の伸長はもとより、従来とは異なる事業並びに
既存事業のノウハウを活用した新規事業など、新たな事業を創出していくことが重要な課題と認識して
おります。そのためには社内リソースの活用だけではなく、外部リソースを活用することが重要と考え
ており、事業提携やＭ＆Ａ等のあらゆる可能性を追求してまいります。
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③　目標とする経営指標
　当社グループは、経営指標としては利益の確保に加え、キャッシュ・フロー経営を重視し、企業価
値の増大に努めてまいります。また、配当性向について、将来の事業展開や経営環境の変化などを勘案
のうえ、20％を基本方針として安定配当の継続に努めてまいります。

④　経営環境及び対処すべき課題

　保育所等については、厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ」によると、2018年４月１日時点
で、待機児童数は19,895人と、前年比で6,186人減少しておりますが、待機児童が100人以上いる市区町
村は48市区町村と高い水準となっております。また、学童保育については、厚生労働省「平成30年放課
後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況」によると、2018年５月１日時点で、待機児童数
が17,279人と、前年比で109人増加しており、依然として高水準となっております。共働き世帯の増加
や働き方の多様化が進む中、学童保育を含め待機児童が増加していると考えられます。
　当社グループはこのような社会ニーズに対応すべく、就労支援事業における多様な雇用機会の提供、
放課後・保育事業における施設の新規開設等を行っていく必要があると認識しており、そのため、次の
６項目を重点項目として取り組んでまいります。

ａ．多様なワークスタイルの提案

　当社グループは、就労支援事業において、パートタイマー型勤務や一週間に２日もしくは３日の勤
務など、仕事と家庭の両立がしやすいワークスタイルを提案し、子育て中の家庭を中心とした潜在的な
労働力の労働市場への参加促進を行っております。当社グループの就労支援事業は、結婚、出産を機に
離職した女性の「もう一度働きたい」、「家族との時間を大切にしたい」という想いを全力でサポート
します。

ｂ．人材確保
　当社グループが運営しております３事業ともに、事業拡大にあたって、人材の確保が急務であるた
め、就労支援事業のノウハウを活かし優秀な人材の確保に努めてまいります。雇用条件の改善にとどま
らず、勤務時間の柔軟性、働きやすい環境づくりに注力してまいります。また、新卒の採用にも積極的
に取り組んでまいります。

ｃ．人材育成の強化

　当社グループが運営しております３事業ともに、安全で質の高いサービスを提供するために、人材
育成に取り組んでまいります。そのために、自治体主催の研修への参加、社内の研修・勉強会などの研
修カリキュラムの充実、各種研修等への参加率のアップを図ってまいります。

ｄ．保育園開園用不動産の確保

　当社グループは、保育園を開園するにあたり、不動産所有者から土地や建物を賃借しておりますが、
自治体や保護者の要望に応えられる候補地を短期間で探し出す必要があります。そのために、不動産業
者や金融機関等と不動産情報を入手できるネットワークを構築してまいります。
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ｅ．放課後事業の収益構造の改善

　当事業は公設民営事業であり、自治体による予算格差があるため、これに起因した拠点ごとに利益
率の差が存在しております。今後は適切な利益が確保できる地域での新規開設を進めてまいります。
また、それとあわせてＩＣＴ化の推進等により生産性の向上を図ることで、収益構造を改善してまいり
ます。

ｆ．コンプライアンス強化
　当社グループが運営しております３事業ともに、関連法令諸規則の改正が多く、また多くの個人情
報を取り扱っております。法令遵守、改正された法令への対応、個人情報の適正な管理が事業継続の前
提条件と考えております。コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、コンプライアンス推進体
制、内部統制の整備・運用の徹底に取り組んでまいります。
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(5) 主要な事業内容（2019年５月31日現在）

　当社グループは、当社と連結子会社２社（株式会社セリオ、株式会社クオーレ）の３社により構成されて
おり、就労支援事業、放課後事業及び保育事業の３つの事業を展開しております。
　当社グループのセグメントに係わる位置付け及び関連は、次のとおりであります。

①　就労支援事業
　就労支援事業においては、仕事と家庭の両立を応援し、一人ひとりに合った働き方をサポートする事業
を展開しております。東京・名古屋・大阪・広島に支店を設置しており、主に首都圏・名古屋地区・関
西・広島地区において営業活動を行っております。当社グループでは、パートタイマー型勤務や一週間に
２日もしくは３日の勤務など、仕事と家庭が両立しやすいワークスタイルを提案し、子育て中の家庭を中
心とした潜在的な労働力の労働市場への参加促進を行っております。
　また少子高齢化時代を迎え、家庭における高齢者の介護の社会問題解決の一端を担うため、介護職に特
化した人材紹介事業も行っております。

　提供する就労支援事業は、人材派遣・人材紹介・業務委託契約・業務請負契約を中心とし、以下の分野

に対応しております。

　・オフィス業務　…　営業事務、一般事務、経理事務、総務事務、金融事務、貿易事務、受付業務、
データ入力、事務的軽作業、ＯＡオペレータ、ＤＴＰオペレータ等

　・電話対応事務　…　インバウンド、アウトバウンド、各業種スーパーバイザー等

　・セールス業務　…　接客・販売、法人営業、個人営業、セールスプロモーション等

　・軽作業業務　　…　倉庫内軽作業、商品仕分け、検品、ピッキング作業等

　・在宅ワーク　　…　ＣＡＤ、設計プランナー、校正・編集・制作・ライター、ＨＰ更新等

　・介護人材紹介　…　介護職、ケアマネージャー、施設長、サービス提供責任者、生活相談員等

②　放課後事業
　放課後事業におきましては、各自治体や私立小学校から各種放課後施設の運営を受託しております。当
社グループは、様々な学びや遊びを通して、子どもたちが、安全で安心して過ごせる場を提供するととも
に、未来に向けて子どもたちの「生きる力」を育み、たくましく生きる子どもの成長を支援しておりま
す。
　当社グループは、運営する各種放課後施設を運営委託先の属性により、以下の３つに区分しておりま
す。それぞれの主な内容は以下のとおりであります。

ａ．公設放課後事業

　放課後アフタースクールの運営実績を活かして、自治体より放課後施設の運営を受託しております。

ⅰ）放課後子ども教室推進事業
　放課後子ども教室推進事業は、文部科学省が管轄する事業であります。地域の小学生を対象に、放
課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用し、子どもたちの安心・安全な活動拠点を設け、地域の方々
の参画を得て、学習活動やスポーツ・文化芸術・地域交流などの取り組みを実施する事業であります。
自治体からの業務委託で運営を行っております。
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ⅱ）放課後児童健全育成事業
　放課後児童健全育成事業は、厚生労働省が管轄する事業であります。小学校に就学している児童の
うち、保護者が就労等の理由により日中に在宅していない児童を対象に、授業の終了後等に学内の余
裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るものであります。自治体
からの業務委託又は指定管理（注）で運営を行っております。

ⅲ）放課後子ども総合プラン事業
　放課後子ども総合プラン事業は、前述したi)、ii)の両事業を組み合わせたものであります。全て
の児童の安心・安全な居場所を確保するため、同一の小学校内等で両事業を実施し、共働き家庭等の
児童を含めた全ての児童が放課後子ども教室の活動プログラムに参加できるものであります。自治体
からの業務委託で運営を行っております。

ⅳ）児童館事業
　児童館事業は、０～18歳の子育て中の家庭や子どもに健全な遊びの場を提供して、その心身の健康
を増進し、情操を豊かにすることを目的とした児童福祉施設であります。自治体からの指定管理(注）
を含めた運営を行っております。
（注）指定管理：指定管理者制度の略。自治体より「管理代行」の指定により、公の施設の管理権限

指定を受けたものに委任する制度。

ｂ．私立小学校アフタースクール事業
　当社グループは、「トレジャーキッズクラブ」という名称で私立小学校より放課後アフタースクー
ルの運営を受託しております。学校の方針・風土をベースに、ネイティブ社員による英語プログラム
の提供をはじめとして、学習・運動、芸術・文化・遊びの様々なプログラムを導入しております。

ｃ．民間放課後アフタースクール事業
　当社グループは、放課後を楽しく学び社会に通じる力を身に付ける時間とすることを目指してお
り、ネイティブ社員の常駐による英語教育や22時までのサービス提供を行い、就労家庭の支援と子ど
もたちの健やかな成長を支えることを目的として、「トレジャーキッズクラブ茨木校」を自社運営し
ております。
　また、民間企業からの業務委託による運営で「遊びながら運動を楽しむことで、基本的なカラダの
使い方や学校の授業では補えない体力づくりの基礎を学ぶ時間」とすることを目指し様々なスポーツ
の観戦、アスリートとのふれあい、本物のスポーツ体験を提供することを目的としたスポーツタイプ
のアフタースクールも運営しております。

（運営施設数）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：施設）

2018年５月31日現在 2019年５月31日現在

公設放課後事業 117 115

私立小学校アフタースクール事業 10 10

民間放課後アフタースクール事業 2 2

合　　計 129 127
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③　保育事業
　保育事業においては、自治体からの認可を得て認可保育園と小規模認可保育園を運営しております。働
く親が安心して子どもを預けられる保育園を目指して、同じ保育士が同じ園児の食事、排泄、衣服の着脱
等を日々見守り、より細やかな対応を行う、一人ひとりに丁寧に寄り添う保育で、園児たちの成長をサポ
ートしております。また、自治体からの委託等を受けて地域子育て支援拠点等事業を運営しております。

ａ．認可保育事業
　当社グループの認可保育事業は、「トレジャーキッズ保育園」という名称で運営しております。その
他、一時保育事業、延長保育事業、体調不良児対応型病児保育事業を行い、様々な保育ニーズに応える運
営しております。

ｂ．小規模認可保育事業

　当社グループの小規模認可保育事業は、「エンジェルキッズ保育園」という名称で運営しております。

ｃ．企業主導型保育事業
　当社グループの企業主導型保育事業は、内閣府の企業主導型保育事業助成対象施設であり、企業からの
業務委託により運営しております。

ｄ．地域子育て支援拠点等事業
　当社グループの地域子育て支援拠点等事業は、主に在宅での子育てを行う親とその子どもを対象とし、
自治体からの業務委託又は指定管理により運営しております。

（保育園数）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：施設）

2018年５月31日現在 2019年５月31日現在

認可保育事業 11 15

小規模認可保育事業 8 9

企業主導型保育事業 2 3

地域子育て支援拠点等事業 2 2

合　　計 23 29

　上記のとおり、当社グループでは、就労支援事業において、働きながら育児時間を大切にしたい女性の
就労支援を行うと同時に、放課後事業及び保育事業において、働く女性が安心して子どもを預けられる場
所を提供することで、「就労」「育児」の両面から女性の活躍を支援しております。
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(6) 主要な営業所（2019年５月31日現在）

①　当社

事 業 所 所在地

本 社 　大阪市北区

②　株式会社セリオ

事 業 所 所在地

本 社 　大阪市北区

東 京 支 店 　東京都新宿区

名 古 屋 支 店 　名古屋市中区

広 島 支 店 　広島市中区

堺 オ フ ィ ス 　堺市堺区

築 地 オ フ ィ ス 　東京都中央区

放 課 後 施 設 　127施設

保 育 園 　29施設

③　株式会社クオーレ

事 業 所 所在地

本 社 　大阪市北区
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(7) 使用人の状況（2019年５月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

就 労 支 援 事 業 65（ 　13）名 8名増（  1名増）

放 課 後 事 業 144（1,621） 11名増（106名減）

保 育 事 業 285（　305） 114名増（158名増）

全 社 （ 共 通 ） 34（　　9） 9名増 　　（－）

合 計 528（1,948） 142名増（ 53名増）

（注）１．使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループ

への出向者を含む。）であり、臨時雇用者（契約社員、パートタイマー）は（　）内に年間の平均人

員を外数で記載しております。

２．「全社（共通）」には、当社グループ全体に係る事業開発、管理、企画等の業務を行う使用人数を記

載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

28（7）名 8名増（2名減） 40歳3ヶ月 1年10ヶ月

（注）１．使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、

臨時雇用者（契約社員、パートタイマー）は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．平均勤続年数は当社グループでの勤続年数の平均値を記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2019年５月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 239,331千円

株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 130,744

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 94,169

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 92,642

合 計 556,886

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 会社役員の状況

①　取締役の状況（2019年５月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 若　濵　　　　久
株式会社セリオ　　代表取締役社長
株式会社クオーレ　代表取締役社長

取 締 役 中　村　　明　裕 株式会社セリオ　　取締役ＯＳ事業部長

取 締 役 朝　山　　貴　文 株式会社セリオ　　取締役保育事業部長

取 締 役 中　川　　　　修 管理部長

取 締 役 海　老　　雅　和 株式会社セリオ　　取締役放課後事業部長

取 締 役
（監査等委員・常勤）

廣　田　　純　孝 株式会社セリオ　　常勤監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

麻　田　　祐　司

株式会社ブレインアシスト　　　代表取締役社長

株式会社ウイルテック　　　　　取締役監査等委員

（社外取締役）

株式会社ＲＭＪホールディングス　社外取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

佐　藤　　竜　一
プロシード法律事務所　　　　　代表弁護士
株式会社ミレニアムダイニング　社外取締役

（注）１．取締役（監査等委員）麻田　祐司氏及び佐藤　竜一氏は、社外取締役であります。

なお、両氏は東京証券取引所に独立役員として届出済みであります。

２．当社は、監査等委員会の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び

重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするた

め、廣田　純孝氏を常勤の監査等委員に選定しております。

３．取締役（監査等委員・常勤）廣田　純孝氏は、長年にわたり株式会社セリオの管理部に在籍し、経理・

財務業務に携わってきた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、

取締役（監査等委員）麻田　祐司氏は、大手監査法人出身の公認会計士としての経験や財務及び会計

に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．当社と社外取締役は職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮することを目的として、会社

法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており

ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。な
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お、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意

かつ重大な過失がないときに限られます。

②　取締役の報酬等

ａ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ）
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

6名
（－名）

40,759千円
（－千円）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

3
（2）

13,800
（6,600）

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 役 　 員 ）

9
（2）

54,559
（6,600）

(注)　１．取締役の報酬には使用人分給与は含んでおりません。

　　　２．取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、当事業年度中に退任した取締役１名の在任中の報酬

等が含まれております。

　　　a．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

　該当事項はありません。

b．役員の報酬等の額又はその他算定方法の決定に関する方針

　役員の報酬については、2017年５月26日開催の臨時株主総会において取締役（監査等委員を除く）の

報酬等の総額は「年額100百万円以内」、また、取締役（監査等委員）の報酬等の総額は「年額30百万

円以内」と決議いただいております。取締役（監査等委員を除く）の報酬額は、株主総会で決議された

報酬限度額の範囲内において、各取締役の職務と責任及び実績に応じて取締役会にて決定し、取締役

（監査等委員）の報酬額については取締役（監査等委員）の協議により決定しております。

c．当事業年度に支払った役員退職慰労金

　該当事項はありません。

d．社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等から受けた役員報酬等の総額

　該当事項はありません。
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③　社外役員に関する事項

ａ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

区 分 氏 名 兼　職　先 兼職内容 当該兼職先との関係

取締役
（監査等委員）

麻 田 祐 司

株式会社ブレインアシスト 代表取締役社長

当社と兼職先の間には
重要な取引その他の関
係はありません。

株式会社ウイルテック
取締役監査等委員
（社外取締役）

株式会社ＲＭＪホールディングス 社外取締役

取締役
（監査等委員）

佐 藤 竜 一
プロシード法律事務所 代表弁護士 当社と兼職先の間には

重要な取引その他の関
係はありません。株式会社ミレニアムダイニング 社外取締役

　当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識

に基づく客観的かつ適切な監査又は監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益

相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

ｂ．当事業年度における主な活動状況

氏 名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役
（監査等委員）

麻 田 祐 司

当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回に出席いたしました。ま

た、当事業年度に開催された監査等委員会12回全てに出席いたしました。

出席した取締役会及び監査等委員会において、主に財務・会計等に関し、

公認会計士としての専門的見地から適宜発言を行うほか、取締役や主要な

役職員と面談し、これらの場において、上場企業の取締役等を歴任した経

験や公認会計士としての幅広い見識に基づき、当社の経営に対する有用な

助言、必要な発言を積極的に行っております。

取締役
（監査等委員）

佐 藤 竜 一

当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回に出席いたしました。ま

た、当事業年度に開催された監査等委員会12回全てに出席いたしました。

出席した取締役会及び監査等委員会において、主に法律面から特にコンプ

ライアンス等の当社経営に関し、弁護士としての専門的見地から適宜発言

を行うほか、取締役や主要な役職員と面談し、弁護士としての幅広い見識

に基づき、当社の経営に対する有用な助言、必要な発言を積極的に行って

おります。
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(2) 会計監査人の状況

①　名称　　　　有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 17,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 17,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監

査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠

などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同

意の判断をいたしました。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、

監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計

監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

④　責任限定契約に関する事項

　当社は、定款に「会計監査人」と会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の

責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規

定する額を限度とする旨の契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点では責

任限定契約を締結しておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2019年５月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

施 設 利 用 料

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

出 資 金

差 入 保 証 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

保 険 積 立 金

建 設 協 力 金

そ の 他

繰 延 資 産

株 式 交 付 費

1,818,503

1,261,081

498,189

44,011

6,802

8,848

△430

1,413,759

1,030,927

760,249

26,912

161,735

82,030

52,045

10,033

24,824

15,803

1,382

330,786

10

131,806

9,036

19,112

31,573

109,496

29,750

4,629

4,629

（負 債 の 部）

流 動 負 債 926,693

買 掛 金 5,083

1年内返済予定の長期借入金 46,332

リ ー ス 債 務 12,122

未 払 金 72,968

設 備 投 資 未 払 金 495

未 払 費 用 491,675

未 払 法 人 税 等 16,329

未 払 消 費 税 等 86,566

前 受 金 103,722

預 り 金 91,397

固 定 負 債 675,309

長 期 借 入 金 510,554

リ ー ス 債 務 27,254

資 産 除 去 債 務 137,500

負 債 合 計 1,602,002

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 1,634,889

資 本 金 693,263

資 本 剰 余 金 671,433

利 益 剰 余 金 270,193

純 資 産 合 計 1,634,889

資 産 合 計 3,236,892 負 債 純 資 産 合 計 3,236,892
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連 結 損 益 計 算 書

( 2018年６月１日から
2019年５月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 6,260,672

売 上 原 価 5,180,365

売 上 総 利 益 1,080,306

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,016,780

営 業 利 益 63,526

営 業 外 収 益

受 取 利 息 18

助 成 金 収 入 6,494

受 取 保 険 金 1,457

雑 収 入 4,929 12,900

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,574

株 式 交 付 費 償 却 2,634

雑 損 失 671 9,880

経 常 利 益 66,545

特 別 利 益

補 助 金 収 入 509,752 509,752

特 別 損 失

固 定 資 産 圧 縮 損 509,752 509,752

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 66,545

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 25,513

法 人 税 等 調 整 額 47 25,561

当 期 純 利 益 40,984

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 40,984
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貸　借　対　照　表

（2019年５月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

関 係 会 社 短 期 貸 付 金

１年内回収予定の関係会社長期貸付金

未 収 入 金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

工 具 器 具 備 品

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

繰 延 資 産

株 式 交 付 費

838,915

493,018

35,860

244,177

59,500

2,917

2,294

1,147

820,551

451

451

820,099

179,600

637,000

2,904

595

4,629

4,629

（ 負  債  の  部 ）

流 動 負 債 63,676

未 払 金 33,029

設 備 投 資 未 払 金 495

未 払 費 用 3,197

未 払 法 人 税 等 15,911

未 払 消 費 税 等 6,371

預 り 金 4,670

負 債 合 計 63,676

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 1,600,420

資 本 金 693,263

資 本 剰 余 金 841,033

資 本 準 備 金 841,033

利 益 剰 余 金 66,123

そ の 他 利 益 剰 余 金 66,123

繰 越 利 益 剰 余 金 66,123

純 資 産 合 計 1,600,420

資 産 合 計 1,664,096 負 債 純 資 産 合 計 1,664,096

－ 22 －



損　益　計　算　書

( 2018年６月１日から
2019年５月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 375,640

売 上 総 利 益 375,640

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 317,584

営 業 利 益 58,056

営 業 外 収 益

受 取 利 息 6,307

雑 収 入 170 6,477

営 業 外 費 用

株 式 交 付 費 償 却 2,634 2,634

経 常 利 益 61,899

税 引 前 当 期 純 利 益 61,899

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 17,579

法 人 税 等 調 整 額 985 18,564

当 期 純 利 益 43,335
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年７月12日

株式会社SERIOホールディングス

取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 三 宅 　 潔 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 神 﨑 昭 彦 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社SERIOホールディングスの2018年６月１日
から2019年５月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社SERIOホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年７月12日

株式会社SERIOホールディングス

取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 三 宅 　 潔 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 神 﨑 昭 彦 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社SERIOホールディングスの2018年６
月１日から2019年５月31日までの第３期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2018年６月１日から2019年５月31日までの第３期事業年度における取締役

の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたしま

す。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決

議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及

び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、

重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務

及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と

意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28

日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計

算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ

いて検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘

すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年７月19日

株式会社SERIOホールディングス　監査等委員会

常勤監査等委員 廣 田 　 純 孝 

監 査 等 委 員 麻 田 　 祐 司 

監 査 等 委 員 佐 藤 　 竜 一 
（注）監査等委員 麻田祐司及び佐藤竜一は、会社

法第２条第15号及び第331条第６項に規定す
る社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本と

しながら、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり１株につき２円80銭の期末配当をいたしたい

と存じます。

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金２円80銭といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は8,861,160円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　2019年８月29日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役（監査等委員を除く）４名選任の件

　取締役（監査等委員を除く）以下「監査等委員以外の取締役」という）全員（５名）は、本総会終

結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員以外の取締役４名の選任をお願いい

たしたいと存じます。

　なお、本議案に関しては監査等委員会から、全ての監査等委員以外の取締役候補者について適任で

ある旨の意見を得ております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

ふ り が な

氏　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

わか

若
 

　
はま

濵
 

　　　
 

　
ひさし

久

(1967年７月20日)

1988年８月　松江松下電器株式会社（現パナソニック株式会

社）入社

1992年４月　株式会社アクティス入社

1998年７月　株式会社ジオン　代表取締役就任

2005年３月　株式会社クリスタルリレーションズ

　　　　　　　代表取締役就任

2005年６月　株式会社セリオ設立

代表取締役社長就任（現任）

2015年５月　株式会社クオーレ設立

　　　　　　　代表取締役社長就任（現任）

2016年６月　当社設立　代表取締役社長就任（現任）

1,170,000株

２

なか

中
 

　
むら

村
 

　
 

　
あき

明
 

　
ひろ

裕

(1973年３月21日)

1996年４月　セキスイツーユーホーム大阪株式会社

（現セキスイハイム近畿株式会社）入社

1999年２月　株式会社ジオン入社

2004年３月　フォーレスト株式会社入社

2006年９月　株式会社セリオ入社

2010年１月　同社　東京支店　支店長就任

2010年７月　同社　取締役就任

2013年１月　同社　取締役ＯＳ事業部長就任（現任）

2016年６月　当社　取締役就任（現任）

80,000株

３

え

海
 

　
び

老
 

　
 

　
まさ

雅
 

　
かず

和

(1966年５月19日)

1989年４月　神栄石野証券株式会社入社

1997年２月　株式会社ジオン入社

2003年１月　株式会社クリエイティブ入社

2005年９月　株式会社セリオ入社

2017年３月　同社　放課後事業部　東日本統括部長就任

2018年８月　同社　取締役放課後事業部長就任（現任）

当社　取締役就任（現任）

63,577株
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候補者
番号

ふ り が な

氏　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

４

ごう

後
 

　
たに

谷
 

　
 

　
こう

耕
 

　
じ

司

(1968年７月４日）

1989年４月　株式会社インターナショナルツアーズ

（現 株式会社エイチ・アイ・エス）入社

2010年３月　ハウステンボス株式会社出向　常勤監査役就任

2011年１月　ＨＴＢクルーズ株式会社　監査役就任

2012年６月　ハウステンボス熱供給株式会社

社外取締役就任

2016年２月　スキューズ株式会社入社

2017年６月　第二電力株式会社入社

2019年２月　当社入社

2019年６月　当社　管理本部長兼人事総務部長就任（現任）

－株

（注）１．後谷耕司氏は、新任の監査等委員以外の取締役候補者であります。

２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

　2019年７月25日に監査等委員である取締役 廣田 純孝氏が逝去され、監査等委員である取締役に欠

員が生じたため、その補欠として監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、補欠として選任されます監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、前任の監

査等委員である取締役の任期満了の時までとなります。

　また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
ふ り が な

氏　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

ふじ

藤
 

　
わら

原
 

　
 

　
とし

齋
 

　
あき

光

(1951年11月11日)

1975年４月　シャープ株式会社入社

2004年４月　同社　機器事業部長就任

2006年４月　シャープシステムプロダクト株式会社

代表取締役社長　就任

2008年４月　出向帰任　シャープ株式会社東京支社次長就任

2014年４月　株式会社セリオ顧問就任

2017年８月　同社　参与就任

2,400株

（注）１．藤原齋光氏は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。

２．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以　上

－ 31 －



株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：大阪市北区中之島一丁目１番27号

大阪市中央公会堂『大会議室』

交通　地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」１番出口徒歩５分

地下鉄堺筋線「北浜駅」19番出口徒歩約３分

京阪本線「淀屋橋駅」１番出口徒歩約５分

京阪中之島線「なにわ橋駅」１番出口徒歩約１分

※ご来場に際しましては、駐車場のご用意がございませんので、

公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。



第３回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

株 式 の 状 況
新 株 予 約 権 等 の 状 況
業務の適正を確保するための
体制及び当該体制の運用状況
連結株主資本等変動計算書
連 結 注 記 表
株主資本等変動計算書
個 別 注 記 表
（2018年６月１日から2019年５月31日まで）

株式会社ＳＥＲＩＯホールディングス

法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アド

レスhttps://www.serio-corp.com/）に掲載することにより株主の皆様に提供しており

ます。



１．株式の状況（2019年５月31日現在）

(1)　発行可能株式総数 9,200,000株

(2)　発行済株式の総数 3,164,700株

　　（注）新株予約権の権利行使により、発行済株式は7,200株増加しております。

(3)　株主数 1,842名

(4)　大株主

株主名
持株数
（株）

持株比率
（％）

若濵　久 1,170,000 36.97

株式会社ＫＤＴ 450,000 14.21

セリオグループ従業員持株会 188,355 5.95

廣田　純孝 80,000 2.52

中村　明裕 80,000 2.52

株式会社森本本店 79,800 2.52

海老　雅和 63,577 2.00

吉岡　裕之 50,000 1.57

朝山　貴文 40,000 1.26

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 40,000 1.26

（注）自己株式は所有しておりません。
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２．新株予約権等の状況

(1)　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況

　該当事項はありません。

(2)　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1)　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の

適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

　① 当社及び当社子会社の取締役（監査等委員を除く）及び使用人の職務の執行

が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月１回開催し、取締役（監査等委員を

除く）の情報共有を推進することにより、他の取締役（監査等委員を除く）の業務執行の監

督を行っております。また、監査等委員は監査方針のもと、取締役会への出席、業務執行状

況の調査等を通じて、取締役（監査等委員を除く）の職務執行の監査を行っております。「コ

ンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンスの取り組みに関する重要事項の決定を取

締役会が行っております。使用人に対し、法令、定款並びに社会倫理の遵守が企業活動の前

提となることを周知徹底しております。取締役（監査等委員を除く）は、実効性のある内部

統制の整備・運用と法令遵守の体制の確立に努めております。監査等委員は、内部統制の有

効性について監査し、必要があると認めたときは各取締役に対し改善を助言または勧告して

おります。内部監査部門は、内部統制の有効性について監査し、必要があると認めたときは

適切な者に対し改善を助言または勧告し、その旨を代表取締役社長に報告することとしてお

ります。監査等委員及び内部監査部門は、情報交換等連携し、職務執行内容が法令及び定款、

関連諸規程に準拠して適正に行われているか問題の有無を調査し、必要に応じて取締役会へ

報告しております。「内部通報規程」に基づき、法令違反行為等に対して、社内外に相談・

申告できる「内部通報相談窓口」を設置し、申告者が不利益な扱いを受けない体制を構築し

ております。

　② 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及

び「文書取扱規程」「業務分掌規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間

保存しております。また、「文書取扱規程」「業務分掌規程」ほかの関連規程は、必要に応

じて適宜見直し改善を図っております。

　③ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　取締役会及びその他の重要な会議において、各取締役、経営幹部及び使用人から、業務執

行に関わる重要な情報の報告が行われております。代表取締役社長をリスク管理の総括責任

者として任命し、各担当取締役と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築してお

ります。有事の際は、代表取締役社長が「緊急リスク対策本部」を設置し、必要に応じて顧

問弁護士等と迅速な対応をとれる体制を整備しており、またリスク管理体制を明文化した「リ

スク管理規程」に準拠した体制を構築しております。

　④ 当社及び当社子会社の取締役（監査等委員を除く）の職務の執行が効率的に行われることを

確保するための体制

　取締役会における意思決定にあたっては、十分かつ適切な情報が各取締役（監査等委員を

除く）に提供されております。経営及び業務執行に必要な情報については、迅速かつ的確に

各取締役が共有しております。めまぐるしく変化する経営環境にも対応できるよう、取締役

（監査等委員を除く）の任期を、就任後１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結

の時までとすることを定めております。
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　⑤ 当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社グループ企業全てに適用する行動指針として企業行動憲章を定め、当社グループ全体

において遵法経営を実践する体制になっております。グループ企業を統括する部署を定め、

グループ企業各社の業務を所管する事務部門と連携し、「関係会社管理規程」など関連規定

に基づき、グループ企業各社の経営管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行っ

ております。内部監査部門が定期的に実施する内部監査により、子会社の業務が「関係会社

管理規程」及び当社の経営方針に基づいて、適切に運営されていることを確認する体制とす

ることで、業務の適正を確保しております。当社は、グループ企業各社に対し、重要な案件

に関する事前協議等、当社の関与を義務付けるほか、関係会社管理規程に定める一定の事項

について、定期及び随時に当社に報告させることを定めております。

　⑥ 監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

す事項並びにその使用人の取締役（監査等委員を除く）からの独立性に関する事項

　当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人は配置しておりませんが、監査等委員は取

締役と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置しております。監査等委員が指

定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員に移譲されたものと

し、各取締役（監査等委員を除く）の指揮命令は受けておりません。

　⑦ 取締役（監査等委員を除く）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制

その他の監査等委員会への報告に関する体制

　監査等委員会は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行の重要な会議へ必要に応じて出

席しており、当社グループにおける重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報

告を受けることができる体制を構築しております。取締役（監査等委員を除く）及び使用人

は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに

定款違反行為を認知した場合のほか、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、そ

の他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、

その他必要な重要事項を、監査等委員会に報告しております。監査等委員会に報告したこと

を理由とする不利益処分その他の不当な扱いを禁止するとともに、当社子会社においてもそ

の徹底を図っております。

　⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員は代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施でき

る体制を構築しております。監査等委員会が会計監査を依頼している監査法人及び内部監査

部門とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める

ことができる体制を構築しており、監査等委員会が、その職務の執行について生ずる費用の

前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理することとし

ております。

　⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制

　当社グループは、「反社会的勢力排除規程」に基づき、反社会的勢力・団体・個人とは一

切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とし、その旨を役員及び

使用人全員に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事

案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに

対処できる体制になっております。
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(2)　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

① 取締役会

　取締役会は８名の取締役で構成されております。毎月開催される定時取締役会に加え、必要

に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令で定められた事項、経営に関

する重要な事項の決定及び業務執行の監督を行っております。また、迅速な意思決定が必要と

なる事項が生じた場合には、書面または電磁的記録により経営の意思決定を行う旨定款に定め

ております。

② 監査等委員会

　当社の監査等委員は３名で、うち２名が社外取締役であります。社外取締役は、それぞれ公

認会計士、弁護士であり、専門的見地から経営監視を実施しております。監査等委員会は、原

則として毎月１回開催しております。監査等委員は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取

締役（監査等委員を除く）の職務遂行について厳正な監視を行うとともに、積極的に意見を述

べており、意思決定の過程や取締役（監査等委員を除く）の業務執行状況について確認ができ

る運営体制となっております。

③ 会計監査人

　当社グループは、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、適

宜監査が実施されております。

④ 経営会議

　経営会議は、「経営会議規程」に基づいて、取締役、グループ会社事業部長、管理部長、経

営企画室長並びにこれらの者が経営会議に出席することが適当と認めた者をもって構成し、原

則毎月１回開催しております。経営会議においては、組織及び人事に関する事項の決議や、議

長が必要と認めた経営会議付議事項の協議や決議を行います。また、各部門からの月次業績報

告と今後の見通し、総合的な経営分析の内容の報告等が行われております。さらに、重要事項

の指示・伝達等認識の統一を図る機関として機能しております。

⑤ リスク管理体制の整備の状況

　当社グループでは、各部門での情報収集をもとにリスク管理委員会を設置し、原則として３

ヶ月に１回開催し、リスクの評価、対応等、リスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検

討しております。また、「リスク管理規程」等に基づく活動を通し、リスクの早期発見及び未

然防止に努めております。さらに、必要に応じて弁護士等の外部専門家からアドバイスを受け

られる良好な関係を構築するとともに、監査等委員会の監査及び内部監査を通じて、潜在的な

リスクの早期発見及び未然防止によるリスク軽減に努めております。

⑥ コンプライアンスに対する取り組み

イ．コンプライアンスマニュアルを当社グループの役員及び使用人に配布し、法令規則等の遵守

に対する意識向上を図っております。

ロ．社内規程に基づき、コンプライアンス推進委員会を開催し、コンプライアンス違反の発生の

有無等を確認しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2018年６月１日から
2019年５月31日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本
純 資 産 合 計

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株主資本合計

当 期 首 残 高 693,050 671,220 237,986 1,602,257 1,602,257

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 212 212 424 424

剰 余 金 の 配 当 △8,777 △8,777 △8,777

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

40,984 40,984 40,984

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

－

当 期 変 動 額 合 計 212 212 32,206 32,631 32,631

当 期 末 残 高 693,263 671,433 270,193 1,634,889 1,634,889
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項

　連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

　株式会社セリオ

　株式会社クオーレ

２．持分法の適用に関する事項

　　該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以

降に取得した建物及び構築物は定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物及び構築物　３年～34年

　工具器具備品　　３年～15年

ロ　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。

ハ　リース資産

　所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし残

存価値を零とする定額法を採用しております。

(2）補助金等の圧縮記帳処理

　当社グループでは自治体より補助金を受けております。

これらの補助金は、工事完成時に当該補助金相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上

しております。

　なお、連結損益計算書においては、補助金の受入額を補助金収入として特別利益に計上するとともに、

固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(4）その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ　繰延資産の処理方法

　株式交付費は、３年以内の効果の及ぶ期間にわたって均等償却を行っております。

ロ　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は、

長期前払消費税等として投資その他の資産の「その他」に計上し、法人税法の規定に定める期間で償却し

ております。

－ 7 －



(5)　表示方法の変更

　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用に伴う変更）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16

日）を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分

に表示する方法に変更しました。
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連結貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 125,437千円

２．圧縮記帳額

建物及び構築物 1,394,309千円

工具器具備品 72,061

ソフトウェア 10,249

　　　　　　　　　計 1,476,620

連結株主資本等変動計算書に関する注記

　１．当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 3,157,500株 7,200株 －株 3,164,700株

　　（注）発行済株式の総数増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。

　２．剰余金の配当に関する事項

　(1) 配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

20 1 8年８月2 8日
定 時 株 主 総 会

普通株式 8,777千円 2円78銭 2018年５月31日 2018年８月29日

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効力発生日

2 0 1 9 年 ８ 月 2 8 日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 8,861千円 2円80銭 2019年５月31日 2019年８月29日

　３．当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除

く）の目的となる株式の種類及び数

該当事項はありません。
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金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については投機的な運用は行わず、比較的安全で流動性のある預金

で運用を行い、また資金調達については主に銀行等金融機関からの借入により行っております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　普通預金及び定期預金で運用しております。

　比較的安全な金融機関に預入しており、リスクは小さいと考えております。

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　買掛金、未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内の期日のものであります。

  長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）とファイナンス・リース取引に係るリース

債務は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスク

に晒されております。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

　売掛金に係る信用リスクは、「債権管理規程」等に沿ってリスク低減を図っております。

　借入金の使途は運転資金及び設備資金であります。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定

された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異

なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時

価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 1,261,081 1,261,081 －

(2）売掛金 498,189 498,189 －

資産計 1,759,270 1,759,270 －

(1）買掛金 5,083 5,083 －

(2）未払金

　（設備投資未払金を含む）
73,464 73,464 －

(3）長期借入金

　(1年内返済予定の長期借入金

を含む)

556,886 556,886 －

負債計 635,434 635,434 －
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（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

　　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

　ら、当該帳簿価額によっております。

負　債

(1) 買掛金、(2) 未払金

　　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

　ら、当該帳簿価額によっております。

(3）長期借入金

　　変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額にほ

　ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

※リース債務については、金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 516円60銭

２．１株当たり当期純利益 12円96銭

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益 12円95銭
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株主資本等変動計算書

( 2018年６月１日から
2019年５月31日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

純資産合計
資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 693,050 840,820 31,566 1,565,438 1,565,438

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 212 212 424 424

剰 余 金 の 配 当 △8,777 △8,777 △8,777

当 期 純 利 益 43,335 43,335 43,335

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

－

当 期 変 動 額 合 計 212 212 34,557 34,982 34,982

当 期 末 残 高 693,263 841,033 66,123 1,600,420 1,600,420
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）関係会社株式の評価方法

移動平均法による原価法を採用しております。

(2）繰延資産の処理方法

株式交付費は、３年以内の効果の及ぶ期間にわたって均等償却を行っております。

２．その他計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

３．表示方法の変更

　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用に伴う変更）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16
日）を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分
に表示する方法に変更しました。

貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　　　 7千円

２．関係会社に対する金銭債権債務

子会社に対する金銭債権債務は下記のとおりです。

①　短期金銭債権 342,454千円

②　長期金銭債権

③　短期金銭債務

637,000千円

20,702千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益 375,640千円

営業費用 49,549千円

営業取引以外による取引高

受取利息 6,299千円

株主資本等変動計算書に関する注記

（1）当事業年度の末日における発行済株式の種類及び株式数

　　期末発行済株式数　　　　　　　　　　　　　　　3,164,700株

（2）当事業年度末における自己株式の数

　　該当事項はありません。

税効果会計に関する注記

　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 2,061千円

未払社会保険料 309

減価償却超過額 308

未払事業所税 186

未払家賃 40

繰延税金資産の純額 2,904
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関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

種 類
会 社 等 の
名 称

議 決 権 等 の 所 有
（被 所 有）割 合

関連当事者
と の 関 係

取 引
内 容

取引金額
( 千 円 )

科 目
期 末 残 高
( 千 円 )

子会社
株式会社
セリオ

所有
直接100％

資金の貸付
経営指導
役員の兼任

資金の貸付
（注）１

894,177

関係会社短
期 貸 付 金

244,177

1年内回収予
定の関係会
社長期貸付
金

59,500

関係会社長
期 貸 付 金

637,000

利息の受
取
（注）１

6,299 未 収 入 金 2,917

経営指導
（注）２

375,640 売 掛 金 35,860

取引条件及び取引条件の決定方針等

 (注) １．株式会社セリオに対する資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。

２．経営指導については、経営の管理・監督・指導を行うための契約に基づき決定しております。

３．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 505円71銭

２．１株当たり当期純利益 13円71銭

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益 13円69銭
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